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衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
郵
便
輸
送
に
お
け
る
安
全
問
題
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

郵
便
局
で
取
り
扱
っ
て
い
る
現
金
の
輸
送
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
防
犯
上
の

問
題
が
生
ず
る
こ
と
か
ら
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
に
基

づ
く
開
示
請
求
に
対
し
て
も
不
開
示
情
報
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

な
お
、
郵
便
局
で
取
り
扱
っ
て
い
る
現
金
の
輸
送
に
関
し
て
は
、
今
後
と
も
、
そ
の
安
全
の
確
保
に
十
分
配
慮
し
、
有
効

な
措
置
を
講
じ
て
ま
い
り
た
い
。
ま
た
、
郵
便
物
の
取
集
業
務
に
つ
い
て
は
、
郵
便
事
業
の
経
済
的
経
営
の
観
点
か
ら
そ
の

効
率
化
を
図
る
と
と
も
に
、
業
務
の
円
滑
化
と
安
全
性
に
も
十
分
配
意
し
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
十
四
年
六
月
四
日
内
閣
衆
質
一
五
四
第
六
二
号
）
に
お
い
て
は
、
先
の
質
問
主
意
書
（
平
成
十
四
年

四
月
二
十
六
日
質
問
第
六
二
号
。
以
下
「
前
回
質
問
」
と
い
う
。
）
で
お
尋
ね
の
「
郵
便
逓
送
」
と
は
、
郵
便
物
の
運
送
を

指
す
も
の
と
考
え
、
郵
政
事
業
庁
が
お
尋
ね
の
よ
う
に
「
郵
便
物
運
送
業
務
の
円
滑
な
運
行
を
図
る
た
め
に
必
要
」
で
あ
る

と
認
め
る
場
合
に
は
、
郵
政
事
業
庁
と
郵
便
物
に
係
る
運
送
委
託
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
（
以
下
「
運
送
受
託
者
」
と
い

一



う
。
）
の
郵
便
物
運
送
車
両
を
郵
便
局
の
管
理
す
る
一
定
の
場
所
に
待
機
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
旨
お
答
え
し
た
も
の
で
あ

り
、
こ
の
場
合
の
お
尋
ね
の
「
必
要
性
」
と
は
、
御
指
摘
の
よ
う
に
「
臨
時
便
対
応
」
、
「
便
間
対
応
」
、
「
遅
延
対
応
」

な
ど
の
必
要
性
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
今
回
、
お
尋
ね
の
郵
便
逓
送
車
両
の
夜
間
常
駐
と
は
、
郵
政
事
業
庁
と
郵
便

物
に
係
る
取
集
委
託
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
（
以
下
「
取
集
受
託
者
」
と
い
う
。
）
の
郵
便
物
取
集
車
両
が
夜
間
（
あ
る

日
の
取
集
業
務
終
了
後
か
ら
翌
日
の
取
集
業
務
開
始
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
郵
便
局
の
管
理
す
る
一
定
の
場

所
に
駐
車
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
す
と
考
え
る
と
こ
ろ
、
郵
便
物
取
集
業
務
に
お
い
て
は
、
夜
間
、
臨
時
便
対
応
、
便
間
対

応
及
び
遅
延
対
応
の
た
め
に
郵
便
物
取
集
車
両
を
郵
便
局
の
管
理
す
る
一
定
の
場
所
に
待
機
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
が
、
取
集

受
託
者
が
合
理
的
な
服
務
編
成
と
車
両
管
理
の
た
め
に
、
郵
便
局
の
管
理
す
る
一
定
の
場
所
に
そ
の
郵
便
物
取
集
車
両
を
夜

間
常
置
さ
せ
る
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、
郵
政
事
業
庁
は
当
該
場
所
の
使
用
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て

い
る
。
現
在
、
取
集
受
託
者
が
郵
便
局
の
管
理
す
る
一
定
の
場
所
に
常
置
さ
せ
て
い
る
車
両
は
、
こ
の
郵
政
事
業
庁
の
許
可

を
受
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
運
送
受
託
者
の
長
距
離
輸
送
に
使
用
さ
れ
る
郵
便
専
用
自
動
車
に
関
し
て
は
、
御
指
摘
の
と
お
り
新
東
京
郵
便
局

及
び
新
大
阪
郵
便
局
で
は
、
局
施
設
内
に
運
送
受
託
者
の
事
務
所
が
設
置
さ
れ
臨
時
便
対
応
の
車
両
と
要
員
が
待
機
し
、
そ

二



の
他
の
郵
便
局
で
は
、
局
外
に
あ
る
運
送
受
託
者
の
施
設
に
臨
時
便
対
応
の
車
両
と
要
員
が
待
機
し
て
い
る
。

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
（
平
成
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
二
号
）
第
七
条
に
基
づ
く
乗
務
前
後
の
点
呼
等
に

つ
い
て
、
郵
政
事
業
庁
に
お
い
て
日
本
郵
便
逓
送
株
式
会
社
（
以
下
「
日
逓
」
と
い
う
。
）
に
照
会
し
た
と
こ
ろ
、
原
則
と

し
て
対
面
で
行
っ
て
い
る
が
、
郵
便
局
に
一
人
で
直
接
出
勤
す
る
運
転
者
に
対
し
て
は
電
話
に
よ
る
点
呼
等
を
行
っ
て
い
る

と
の
回
答
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
国
土
交
通
省
に
お
い
て
は
、
同
条
の
趣
旨
に
か
ん
が
み
電
話
に
よ
る
点
呼
等
で
は

十
分
で
な
い
と
判
断
し
、
今
般
、
こ
れ
を
対
面
に
よ
る
点
呼
等
と
す
る
是
正
策
を
日
逓
に
講
じ
さ
せ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
事
例
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
事
実
関
係
は
、
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
る
た
め
、
答
弁
を
差
し
控
え
る
が
、
日

逓
か
ら
は
お
お
む
ね
次
の
よ
う
に
聴
い
て
い
る
。

�

日
逓
の
社
員
の
業
務
上
の
負
傷
に
つ
い
て
、
御
指
摘
の
よ
う
に
日
逓
の
管
理
職
に
よ
る
労
災
隠
し
が
常
態
化
し
て
い
る

こ
と
は
な
く
、
御
指
摘
の
よ
う
に
不
当
な
言
辞
が
多
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
。

�

御
指
摘
の
あ
っ
た
五
事
例
中
三
例
で
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
に
よ
る
保
険
給
付

（
以
下
「
労
災
保
険
給
付
」
と
い
う
。
）
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
一
例
で
は
、
労
災
保
険
給
付
の
対
象
と
な
ら
な

三



か
っ
た
期
間
に
つ
い
て
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
に
よ
る
保
険
給
付
（
以
下
「
健
康
保
険
給
付
」
と

い
う
。
）
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
例
以
外
の
二
例
の
う
ち
一
例
で
は
被
災
者
が
労
災
保
険
給
付
の
申
請
を
行
っ
た

事
実
は
な
く
、
健
康
保
険
給
付
が
な
さ
れ
て
い
る
。
残
る
一
例
に
つ
い
て
は
該
当
す
る
事
実
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

ま
た
、
前
回
質
問
に
お
い
て
は
、
業
務
上
の
交
通
事
故
に
関
し
て
質
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
政
府
と
し
て
業
務
上
の
交

通
事
故
に
関
し
て
日
逓
に
確
認
し
、
こ
れ
に
対
し
て
日
逓
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
今
般
、
再
度
日
逓
に
確
認
し

た
と
こ
ろ
、
日
逓
か
ら
は
御
指
摘
の
五
事
例
の
う
ち
一
例
に
つ
い
て
は
事
実
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
残
る
四
例
は
、
積

卸
作
業
に
際
し
て
の
事
故
で
あ
る
な
ど
、
道
路
に
お
け
る
車
両
等
の
交
通
に
よ
っ
て
起
き
た
事
故
で
な
く
、
交
通
事
故
に
は

当
た
ら
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
と
聴
い
て
お
り
、
日
逓
が
真
実
の
報
告
を
行
わ
な
か
っ
た
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
と

考
え
る
。

四


